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栄養士法の改正に伴う各種条例の改正について 
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〇本件に伴い改正となる条例 

 

 

  １ 函館市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例 

 

  ２ 函館市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例 

 

  ３ 函館市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例 

 

  ４ 函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

    （当条例のうち，「短期入所生活介護」および「短期入所療養介護」の条文に関し改正あり） 

 

  ５ 函館市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る 

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

    （当条例のうち，「介護予防短期入所生活介護」および「介護予防短期入所療養介護」の条文に関し改正あり） 

 

  ６ 函館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

（当条例のうち，「地域密着型介護老人福祉施設」の条文に関し改正あり） 

 

  ７ 函館市指定介護老人福祉施設の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

 


